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柏 原 市 既 存 民 間 建 築 物 耐 震 診 断 補 助 金 交 付 要 綱 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、建築物の耐震診断の実施を促進するため、本市に存する建築物(国、地方

公共団体等が所有する建築物を除く。以下「民間建築物」という。)の耐震診断を実施する

民間建築物の所有者に対して、柏原市既存民間建築物耐震診断補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 木造住宅 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第２条

第１号に規定する建築物のうち木造のもので、一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅及び

併用住宅（店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の２分の１未満であること）に該

当するもの（いずれも混構造を含む）。 

 (2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４条第２項第３号の指針にもとづき行う診断。 

 (3) 予備診断 耐震診断に要する費用の見積りを行う等の目的で、予備的に耐震診断対象建

築物や設計図書等の概要の確認を行う現地調査等 

 (4) 耐震診断技術者  次に掲げる建築技術者をいい、その者が所属する建築士法（昭和２５

年法律第２０２号）第２３条第１項の規定により登録を受けている建築士事務所及び建設

業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第３項に規定する建設業者を含むものとする。  

  ア 木造住宅の耐震診断においては、次のいずれかに該当する者をいう。  

 i) 一般財団法人日本建築防災協会が原則、平成２４年度以降に主催する木造住宅の耐

震診断と補強方法講習会の受講修了者でありかつ、建築士法第２条第１項に規定する一

級建築士、二級建築士及び木造建築士 

ⅱ) 一般財団法人日本建築防災協会が原則、平成２６年度以降に主催する木造耐震診

断資格者講習会を受講し、「受講修了証明書」の交付を受けた者。  

ⅲ) 公益社団法人大阪府建築士会が原則、平成２４年度以降に主催する既存木造住宅の

耐震診断・改修講習会を受講し、かつ、受講修了者名簿に登録された者。 

ただし、診断方法として精密診断を行う場合は、同会が主催する既存木造住宅の耐震

診断・改修講習会「限界耐力計算（大阪府マニュアル）」を受講し、かつ、受講修了者

名簿に登録された者とする。 

ⅳ) その他市長が認める技術者 

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造（以下これらを「非木造」

という。）の建築物の耐震診断においては、建築士法第２条第１項に規定する一級建築

士及び二級建築士で、都道府県、市町村、一般財団法人日本建築防災協会等が主催する

既存建築物の耐震診断に関する講習会の受講修了者。 



(5) 協力機関 一般財団法人大阪建築防災センター及び一般社団法人大阪府建築士事務所

協会等で、補助金交付手続の一部代行及び耐震診断技術者のあっせんを適正に行うことが

できると市長が認めた団体 

 （補助対象建築物） 

第３条 補助の対象となる民間建築物（以下「補助対象建築物」という。）は、次の各号に掲

げる要件に該当する建築物とする。ただし、既にこの要綱にもとづき補助金の交付を受けた

ものを除く。 

(1) 原則として、昭和５６年５月３１日以前に基準法第６条第１項の規定する確認を受けて

建築されたものであること。 

 (2) 住宅（一戸建ての住宅、長屋住宅、共同住宅及び併用住宅のいずれかで、現に居住して

いる、これから居住しようとしているものに限る。）又は法第１４条第１項第１号及び第

２号に規定する特定既存耐震不適格建築物（現に使用しているものに限る。） 

 (3) 原則として補助対象建築物は棟単位とする。 

２ 申請者以外の建築物及び土地の所有者、占有者もしくは法定相続人（以下「利害関係者」とい

う。）が存在する場合は、補助対象建築物の耐震診断を行うことについて、当該利害関係者との協

議が整っていなければならない。 

 （補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者は、前条に規定する補助対象建築物の所有者とする。区分所有建

築物にあっては、建築物の区分所有に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第３条に規定

する団体とすることができる。 

 （補助内容） 

第５条 補助金の額は、次に掲げる額とする。 

(1) 法第１４条第１項第１号及び第２号に規定する特定既存耐震不適格建築物については、

耐震診断及び予備診断に要した費用（補修費及び修繕費を除く。以下この条において同じ。）

の２分の１の額とする。 

ただし、１，０００，０００円を限度とする。 

(2) 木造住宅以外の住宅については、１住戸当り５０，０００円として算出した金額と前号

の規定により算出した額のいずれか低い額を限度とする。 

(3) 木造住宅のうち、一戸建ての住宅及び併用住宅については、次のいずれか低い額とする。 

ア．耐震診断及び予備診断に要した費用 

イ．床面積に１，１００円/㎡を乗じた額 

ウ．限度額５０，０００円 

(4) 木造住宅のうち、長屋住宅及び共同住宅については、次のいずれか低い額とする。 

ア．耐震診断及び予備診断に要した費用 

イ．床面積に１，１００円/㎡を乗じた額 

ウ．１住戸当たり５０，０００円として算出した金額 

エ．限度額５００，０００円 



２ 前項に掲げる補助金に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

３ 第１項に掲げる床面積は、公的機関等が発行する書類に基づく床面積とする。ただし、長

屋住宅や共同住宅において、店舗等住宅以外の用途として使用される部分については住戸

数及び床面積に算定しない。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、耐震診断を着手す

る前に、柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付申請書（様式第１号）に市長が別に定め

る必要書類を添えて指定期日までに市長に提出しなければならない。  

 （補助金の交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当

と認めたときは、補助金の交付を決定し、柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付決定通

知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は当該

補助金の交付について条件を付することができる。 

２ 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、柏原市

既存民間建築物耐震診断補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知する

ものとする。 

 （耐震診断の着手） 

第８条 前条第１項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「補助決定者」と

いう。）は、補助金の交付決定通知書受領後、速やかに着手するものとし、着手したときは、

直ちに柏原市既存民間建築物耐震診断着手届（様式第４号）により市長に届け出なければな

らない。補助金の交付決定通知受領後、２ヶ月以内に着手されない場合は、市長に報告しな

ければならない。 

 （耐震診断の内容の変更） 

第９条 補助決定者は、耐震診断の内容を変更しようとするときは、速やかに柏原市既存民間

建築物耐震診断補助事業変更承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、その承認を受けな

ければならない。 

 （耐震診断の中止） 

第１０条 補助決定者は、耐震診断を中止しようとするときは、速やかに柏原市既存民間建築

物耐震診断中止届（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

 （耐震診断の報告） 

第１１条 補助決定者は、耐震診断終了後、柏原市既存民間建築物耐震診断報告書（様式第７

号）に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による耐震診断報告は、耐震診断の完了した日から３０日以内に報告するよう

努めるものとし、補助金の交付申請にかかる会計年度の３月１５日までには、市長に報告

しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書等の内容を審査し、



耐震診断が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、柏原市既存民間建築物耐

震診断補助金交付額確定通知書（様式第８号）により速やかに補助決定者に通知するものと

する。 

 （補助金の請求） 

第１３条 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付額の確定通知を受けたときは、補助

金の交付申請にかかる会計年度の３月末日までに柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付

請求書（様式第１１－１号）に市長が別に定める必要書類を添えて市長に補助金の交付を請

求するものとする。 

２ 補助決定者が前項の補助金を請求するにあたり、その受領についての権限を、耐震診断を

行った技術者が所属する建築士事務所又は建築業者等（以下「耐震事業者」という。）に委

任する場合は、前項に加え、補助金の代理受領に係る委任状（様式第１１－２号）を添付し

なければならない。 

 （補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、補助決定者に対し補助金を交付するものとする。 

 （決定の取消し） 

第１５条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金

の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

(2) 補助金を交付目的以外に使用したとき。 

 (3) 補助金の交付決定に附した条件に違反したとき。 

 (4) 補助金の交付決定前に耐震診断に着手したとき。 

 (5) 指定請求期日までに請求書が市長に提出されないとき。 

 (6) 第１０条に規定する中止届が市長に提出されたとき。 

 (7) 前各号に定めるもののほか、この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、柏原市既存民間建築物

耐震診断補助金交付決定取消通知書（様式第９号）により補助決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消し

に係る補助金を既に交付しているときは、柏原市既存民間建築物耐震診断補助金返還命令書

（様式第１０号）により、期限を定めてその返還を命じるものとする。  

 （補助決定者に対する指導） 

第１７条 市長は、補助決定者に対して、建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、

必要な指導及び助言をすることができる。 

 （書類の保存） 

第１８条 市長は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び書類を整備し、かつこれ

らの帳簿及び書類を補助金の交付決定を行った年度の翌年度から起算して、５年間保管しな



ければならない。 

 （委託） 

第１９条 市長は、第２条に定める協力機関に補助金交付手続の一部を委託することができる。 

  （委任） 

第２０条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。 

 

（施行期日） 

   附 則 

 この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２０年１年１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

 経過措置として、旧要綱により作成した用紙は、当面の間、所要の調整をした上、新要綱の様式に

より作成した用紙として使用することができる。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 



この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱施行細則 

 

 

 （趣旨） 

第１条  この細則は、柏原市既存民間建築物耐震診断補助金交付要綱（平成９年４月１日 制

定。以下「要綱」という。）第２０条の規定により補助金の交付について必要な事項を定め

るものとする。 

   

第２条  削除 

 

  （補助金交付申請時の必要書類） 

第３条  要綱第６条に規定する市長が別に定める必要書類とは、次に掲げるものとする。 

  (1) 建築基準法第６条第４項に規定する当該建築物の確認通知書の写し  

  (2) 当該建築物の登記事項証明書 

  (3) 当該建築物の所有者が法人である場合は、当該法人の履歴事項全部証明書 

  (4) 申請者が管理組合となる場合は、当該管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議

書 

  (5) 診断する者（耐震診断技術者）による耐震診断及び予備診断にかかる費用の見積書 

 (6) 診断する者が要綱第２条第４号に規定する耐震診断技術者である旨の証明 

  (7) 固定資産課税台帳（名寄帳）又は固定資産評価証明書等により所有者が確認できる書類 

  (8) その他市長が必要と認める書類 

 ２ 補助対象建築物が特定既存耐震不適格建築物以外の場合においては、前項第１号に掲げ

る書類を必要としない。また、前項第７号の書類により建物所有者が明確に分かる場合は

前項第２号に掲げる書類を必要としない。 

  （補助金交付申請の期日） 

第４条  要綱第６条に規定する指定期日とは、原則として、補助金の交付申請にかかる会計年

度の１２月末日とする。（なお末日とは12月 28日を指し、休日である場合は、その日

以前の直近の休日でない日とする。）ただし、補助金の予算範囲を超える場合は、そ

の時点を指定期日とする。 

 （耐震診断報告時の必要書類及び報告期日） 

第５条  要綱第１１条に規定する市長が別に定める必要書類とは、次に掲げるものとする。 

ただし、診断した者（耐震診断技術者）が属する組織と異なるものが発行した書類については

無効とする。 

  (1) 耐震診断結果を示す資料 

  (2) 耐震診断及び予備診断に要した費用の請求書の写し（補助金の代理受領を行う場合にあ

っては、その金額の内訳がわかるもの） 

  (3) その他市長が必要と認める書類 



２ 要綱第１１条２項に規定する、会計年度の３月１５日において休日である場合は、その日 

以前の直近の休日でない日とする。 

（補助金請求時の必要書類） 

第５条の２ 要綱第１３条第１項に規定する市町が別に定める必要書類とは、次に掲げるもの

とする。 

（1）耐震診断及び予備診断に要した費用の領収書の写し 

（2）その他市町が必要と認める書類 

２ 前項第１号の書類において耐震診断技術者と異なるものが作成、発行したものは無効とす

る。 

  （申請取下げ時の必要書類） 

第６条  補助金交付決定前において、補助金交付申請の取下げを行う場合は、別記様式３を市

長に提出すること。 

 

（施行期日） 

   附 則 

  この細則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成２０年１月１日から施行する。  

   附 則 

 この細則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成２８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成２８年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この細則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

経過措置として、旧細則により作成した用紙は、当面の間、所要の調整をした上、新細則の様

式により作成した用紙として使用することができる。 

附 則 

この細則は、令和６年４月１日から施行する。 



附 則 

この細則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


